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人事戦略の
核心

他の産業と比較して報酬水準がやや低い傾向
にありますが、年齢が上がるとともに他産業
よりも大きく報酬水準が向上するカーブを描
きます。このような賃金カーブは一般的に長
期的な勤続を促す効果があります。
また、手当の種類が多く、福利厚生も比較
的手厚く整備されている点も銀行業の特徴で
す。家族手当などに加え、転勤手当や赴任地
手当など、細かな手当が設定されているケー
スや、社宅や家賃補助など福利厚生が充実し
ているケースもよくみられます。
これらの特徴の背景として、銀行業の人事

制度が長期勤続
を前提に設計さ
れている点が挙
げられます。長
期勤続を促す賃
金カーブと手厚
い手当や福利厚
生により、高い
専門性を持つ人
材を、時間をか
けて育成するこ
とで、銀行の業
績向上に加え、
行員の成長と安

人事戦略としての報酬制度
報酬制度を見直す際、支給できる報酬総額
には限りがあるため、戦略的な配分が必要で
す。人事戦略の観点では、まず生み出した収
益のうち、どの程度を人件費として割り振れ
るか考えます。これは労働分配率と呼ばれ、
事業構造を踏まえて適正な水準に設定しま
す。また、評価や役割に応じて、どのような人
材に報酬をより多く配分するかも人事戦略で
考えるべき論点です。
継続的な賃上げを実現するためには、まず
収益力の向上が必須です。横並びの報酬では
なく、評価や役割に応じたメリハリのある報
酬や非金銭報酬の活用により行員の力を一層
引き出せれば、銀行のサービス向上と収益力
向上につながります。
収益力が向上すれば、行員の報酬に反映で
き、結果として優秀な人材が集まり、さらに
収益が増える好循環が生まれます。行員の力
を引き出すと同時に、他業界からも優秀な人
材を引きつけ、収益力と報酬水準の好循環を
生み出すことが、これからの銀行の報酬制度
に求められています。

銀行の報酬制度の特徴
物価の高騰や人材獲得競争の激化を背景に

多くの企業で賃上げが進んでいます。政府も
税制優遇などにより賃上げを促進しており、
今後もその傾向は続くと考えられます。銀行
の人事戦略として、今後の報酬制度をどのよ
うに考えていくべきでしょうか。
まず、銀行業の報酬制度の特徴から整理し

ます。図表は厚生労働省による賃金構造基本
統計調査を基に賃金＊の水準をグラフ化した
ものです。金融業、保険業は年齢が若い頃は

定的な就業をもたらす、双方にとって合理的
な仕組みであるといえます。

報酬制度の見直しの論点
しかし、人材の流動化が進み、人材の獲得

競争が激化するなか、長期勤続を前提とした
銀行の報酬制度は見直しを迫られています。
7月号で解説した銀行版ジョブ型人事制度

への移行などにより、年齢とともに上昇カー
ブを描く従来の仕組みではなく、現在どのよ
うな職務や役割を担っているかを基準に報酬
額が決まる仕組みへ移行する傾向がみられま
す。ジョブ型の人事制度に移行せずとも、若
手を早期に昇格させることで、優秀な人材の
報酬水準を高める運用もみられます。また、
銀行の初任給は慣例的に近隣他行の初任給と
足並みを揃えて設定されてきましたが、昨今
は人材獲得競争が業種の垣根を越えて激化
し、横並びの傾向は薄れつつあります。
加えて、金銭による報酬だけでなく非金銭

の報酬も拡大しています。その1つに自行の
株式を報酬として社員に交付するケースもみ
られるようになりました。株式を行員に付与
することで、自行の株価上昇が行員自身の資
産価値向上にもつながるため、銀行と行員の
目標を一致させつつ、報酬水準を向上させる
手法として注目されています。
さらに、性別による賃金差異の解消も重要

な論点です。これまで女性活躍推進法による
男女賃金差異の開示義務に加え、2023年3月
期からは有価証券報告書でも開示が義務付け
られました。銀行によっては女性管理職の登
用の遅れや担う業務の偏りによって男女の賃
金差異が生じているケースもあり、今後は性
別によらない報酬の適正化が求められます。
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かずき物価の高騰や人材獲得競争の激化に伴い、銀行の報酬制度は見直しを迫られ

ています。優秀な人材を獲得しつなぎ留めるためには、収益力と報酬水準が互
いに向上する好循環を生むことが求められます。

銀行の未来をつくる 
報酬制度とは

＊　�厚生労働省の賃金構造基本統計調査における賃金とは、所定内給与額の平均であり、所定内給与額とは労働契約等で定められている現金給与額
から超過労働給与額を差し引き、所得税等を控除する前の金額です。
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図表　金融業、保険業の賃金カーブ

出所：厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」より筆者作成
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